
特別養護老人ホーム 中野けんせいえん 所得段階による長期入居利用料金表（３１日）  （令和 7 年 10 月１日改定） 

 

 

第１段階（老齢福祉年金受給者） 

 施設サービス費 負担限度額 食費 

（３００円／日） 

居住費 

（８８０円／日） 

合計 

要介護度１ ２３，９９４円  

 

１５、０００円 

 

 

９、３００円 

 

 

２７、２８０円 

６０，５７４円 

要介護度２ ２６，１９５円 ６２，７７５円 

要介護度３ ２８，５５１円 ６５，１３１円 

要介護度４ ３０，７８３円 ６７，３６３円 

要介護度５ ３２，９５３円 ６９，５３３円 

 

 

 

第２段階（世帯全員が市民税非課税で、年金収入等（非課税年金を含む公的年金等収入額＋その他の合計所得金額）が年８０万円以下及び預貯金が単身：６５０万円

以下・夫婦：１，６５０万円以下の方） 

 施設サービス費 負担限度額 食費 

（３９０円／日） 

居住費 

（８８０円／日） 

合計 

要介護度１ ２３，９９４円  

 

１５、０００円 

 

 

１２、０９０円 

 

 

２７、２８０円 

６３，３６４円 

要介護度２ ２６，１９５円 ６５，５６５円 

要介護度３ ２８，５５１円 ６７，９２１円 

要介護度４ ３０，７８３円 ７０，１５３円 

要介護度５ ３２，９５３円 ７２，３２３円 

 

 

 

 



 

第３段階①（世帯全員が市民税非課税で、年金収入等（非課税年金を含む公的年金等収入額＋その他の合計所得金額）が年８０万円超１２０万円以下及び預貯金が

単身：５５０万円以下・夫婦：１，５５０万円以下の方） 

 施設サービス費 負担限度額 食費 

（６５０円／日） 

居住費 

（１３７０円／日） 

合計 

要介護度１ ２３，９９４円  

１５、０００円 

又は 

２４、６００円 

 

 

２０、１５０円 

 

 

４２、４７０円 

８６，６１４円 

要介護度２ ２６，１９５円 ８８，８１５円 

要介護度３ ２８，５５１円 ９１，１７１円 

要介護度４ ３０，７８３円 ９３，４０３円 

要介護度５ ３２，９５３円 ９５，５７３円 

 

 

 

第３段階②（世帯全員が市民税非課税で、年金収入等（非課税年金を含む公的年金等収入額＋その他の合計所得金額）が年１２０万円超及び預貯金が単身：５００万

円以下・夫婦：１，５００万円以下の方） 

 施設サービス費 負担限度額 食費 

（１３６０円／日） 

居住費 

（１３７０円／日） 

合計 

要介護度１ ２３，９９４円  

１５、０００円 

又は 

２４、６００円 

 

 

４２，１６０円 

 

 

４２、４７０円 

１０８，６２４円 

要介護度２ ２６，１９５円 １１０，８２５円 

要介護度３ ２８，５５１円 １１３，１８１円 

要介護度４ ３０，７８３円 １１５，４１３円 

要介護度５ ３２，９５３円 １１７，５８３円 

 

 

 

 

 

 



第４段階（世帯の中に市民税課税者が１名以上いる方、配偶者が市民税課税者である方） 

  

施設サービス費 

負担限度額 

（市民税課税世帯・現役並み

所得者） 

 

食費（１，５４５円／日） 

 

居住費（２，０６６円／日） 

１割 ２割 ３割  

 

４４，４００円 

 

 

４７，８９５円 

 

 

６４，０４６円 

要介護度１ ２３，９９４円 ４７，８６４円 ７１，７０３円 

要介護度２ ２６，１９５円 ５２，２６６円 ７８，３０６円 

要介護度３ ２８，５５１円 ５６，９７８円 ８５，４０５円 

要介護度４ ３０，７８３円 ６１，４４２円 ９２，１０１円 

要介護度５ ３２，９５３円 ６５，７８２円 ９８，５８０円 

 

 合計 

１割 ２割 ３割 

要介護度１ １３５，９３５円 １５９，８０５円 １８３，６４４円 

要介護度２ １３８，1３６円 １６４，２０７円 １９０，２４７円 

要介護度３ １４０，４９２円 １６８，９１９円 １９７，３４６円 

要介護度４ １４２，７２４円 １７３，３８３円 ２０４，０４２円 

要介護度５ １４４，８９４円 １７７，７２３円 ２１０，５２１円 

※上記金額は概算ですので、乗率等により多少の差異が出ることがあります。 

※入居後３０日以内の期間については、初期加算として１日あたり約３０円の自己負担が加算されます。また、３０日を超える入院をされた後に退院され利用開始 

された場合も同様に加算されます。 

※施設サービス費には、看護体制加算・夜勤職員配置加算・日常生活継続支援加算・栄養マネジメント強化加算が含まれます。また、食事に主治医からの指示がある

方は療養食加算を１日あたり約１８円ご負担いただいております。その他、介護職員処遇改善加算Ⅰ（保険給付の自己負担額に 14％を乗じた負担割合分）が必要

になります。 

加算の変更等のため上記の利用料金と異なる場合があります。 

※上記金額には医療費、薬剤費は含まれておりません。医療費、薬剤費は保険請求後実費負担となります。 

※オムツ代、洗濯代は利用料金に含まれております。 電化製品持込については１日あたり 1 つにつき 4０円を電気使用料としてご負担いただいております。 そ

の他、日常生活上必要となる諸費用やレクリエーション等の材料費等については実費をいただいております。 


